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食品による健康被害発生防止のための
農林水産省の平時の取組と緊急時の
対応について

２００7 年 10 月

農林水産省
消費・安全局 消費・安全政策課

古畑 徹
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消費者に安全な食料を供給するためには、生産段階から

消費段階にわたる安全対策の徹底が必要

消費者消費者生産者生産者 食品食品農畜水産物農畜水産物

厚生労働省
（食品衛生規制等）

厚生労働省
（食品衛生規制等）

農林水産省(農林水産物の
生産行程における規制等)
農林水産省(農林水産物の
生産行程における規制等)

食品安全委員会 (人の健康に与える影響の科学的評価）食品安全委員会 (人の健康に与える影響の科学的評価）

連携連携

農林水産省（農林水産物等の生産、流通
及び消費の改善を通じた安全性確保）

農林水産省（農林水産物等の生産、流通
及び消費の改善を通じた安全性確保）

生産段階 加工･流通段階

〈平成17年5月25日(参)(自)政策審議会勉強会提出資料を修正〉

農場から食卓までの安全対策の徹底農場から食卓までの安全対策の徹底
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食品の安全食品の安全食品の安全

家畜や水産動物の衛生家畜や水産動物の衛生家畜や水産動物の衛生

植物防疫植物防疫植物防疫

消費者の
信頼の確保

消費者の消費者の
信頼の確保信頼の確保

食の安全の確保食の安全の確保食の安全の確保 食料安定供給食料安定供給食料安定供給食事習慣食事習慣食事習慣栄養栄養栄養

飼料・飼料添加物・動物用医薬品の適正使用・管理飼料・飼料添加物・飼料・飼料添加物・動物用医薬品動物用医薬品の適正使用・管理の適正使用・管理

牛トレーサ
ビリティの
着実な実施

牛トレーサ牛トレーサ

ビリティのビリティの
着実な実施着実な実施

農作物の病害虫の侵入・まん延防止農作物の病害虫の農作物の病害虫の侵入・侵入・まん延防止まん延防止

農薬の適正使用・管理農薬の適正使用・管理農薬の適正使用・管理

ＧＡＰの導入ＧＡＰの導入ＧＡＰの導入

食品表示の適正化と
ＪＡＳ規格の充実

食品表示の適正化と食品表示の適正化と

ＪＡＳＪＡＳ規格の充実規格の充実

リスクコミュニケーション
の推進

リスクコミュニケーションリスクコミュニケーション

の推進の推進

トレーサ
ビリティ・
システム
の導入

トレーサトレーサ
ビリティ・ビリティ・

システムシステム
の導入の導入

有害化学物質への対策有害化学物質への対策有害化学物質への対策

ＨＡＣＣＰの
導入

ＨＡＣＣＰのＨＡＣＣＰの
導入導入

有害微生物への対策有害微生物への対策有害微生物への対策

家畜衛生対策家畜衛生対策家畜衛生対策ＢＳＥ
対策

ＢＳＥＢＳＥ
対策対策

鳥インフル
エンザ対策

鳥インフル鳥インフル
エンザ対策エンザ対策

「
安
全
」
＋
「
信
頼
」

「
安
全
」
＋
「
信
頼
」
→→
「
安
心
」

「
安
心
」

「食の安全と消費者の信頼の確保」に関する施策「食の安全と消費者の信頼の確保」に関する施策
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【リスク管理】

・問題・事故を起こさ
ないよう未然防止

・どの様な問題・事故が
起こるかを予測

・問題・事故が起こる
可能性を減少

【危機管理】

・問題・事故が起きて
から対応

・問題・事故による
パニックを防止

・問題の拡大・再発
を防止

リスク管理と危機管理の特徴リスク管理と危機管理の特徴
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リスクに基づいた措置
●リスク分析

１１ 食品安全行政に関する基本概念食品安全行政に関する基本概念
食品安全確保のための施策食品安全確保のための施策

●科学に基づく ← WTO SPS協定 第２条２

法律に基づいた措置

農薬、肥料、飼料、動物用医薬品等の生産資材の品質
の保全や適正な使用等を確保するための製造、販売、
使用等の規制
（農薬取締法、肥料取締法、飼料の安全性の確保及び
品質の改善に関する法律、薬事法（厚労省共管）等）
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【政策･措置の評価】

⑦ 実施可能な政策・措置の決定

⑧ 適する政策・措置の選択

⑨ 政策・措置の最終決定

⑩ 決定した政策･措置の実施

⑪ モニタリングと見直し

ハザード特定

ハザード
特性評価

リスク判定

暴露評価

機能的分離と相互作用

リスク管理
リスク評価

【初期作業】

① 食品の安全性に関する問題点の特定

② その問題点に関するリスクプロファイルの作成

③ リスク評価と管理をすべきハザードの優先度決定

④ リスク評価方針の決定・⑤リスク評価の依頼

⑥ リスク評価結果の評価

(c) Dr. Y. Yamada 

リスクコミュニケーション

（参考資料）（参考資料）１１ 食品安全行政に関する基本概念食品安全行政に関する基本概念

食品安全に係るリスク分析の枠組み食品安全に係るリスク分析の枠組み
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【なぜ必要か?】
・リスク管理の手順が明らかではなかった。
・担当者が変わっても一貫して実施する必要がある。
・国民に、取組状況を説明する必要がある。

【誰が使うのか？】

・ 農林水産省消費・安全局でリスク管理を
行う職員

リスク管理の標準手順書リスク管理の標準手順書（ＳＯＰ）（ＳＯＰ）の作成の作成①①
（Standard Operating Procedure）
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【内容】
農林水産省が行うリスク管理（危害要因に関する

情報の収集・分析、データの作成、リスク評価の諮
問、施策の検討・決定に当たり考慮すべき事項等）
の標準的な手順を明確にした手順書

【効果】
・ 科学的原則に基づいて国際的に合意された枠
組みに則ったリスク管理が可能

・ リスク管理を一貫した考え方の下で実施
・ リスク管理の過程で利害関係者の意見を反映

リスク管理の標準手順書リスク管理の標準手順書（ＳＯＰ）（ＳＯＰ）の作成の作成②②
（Standard Operating Procedure）

公表：2005年8月25日
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【適用範囲】
原則、これからリスク管理を実施する危害要因

が対象

【例外事項】
食品安全基本法で規定された法定諮問事項で、

既にリスク管理の枠組みが確立しているもの
緊急事態への対応

ＳＯＰＳＯＰのの内容内容①① ＜適用範囲＞＜適用範囲＞
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【一般原則】
リスク管理の目的
科学的な根拠
リスクに基づく食品安全行政
記録の保存
リスクコミュニケーション
関係機関との連携
ＳＰＳ協定との整合性
一貫性

ＳＯＰＳＯＰのの内容内容②② ＜一般原則＞＜一般原則＞
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ＳＯＰに基づく具体的な取組①

優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト
（2006.4.20公表）

食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイラン
ス・モニタリング計画
中期計画（2006.4.20公表）

今後5年間に実態調査を実施すべき有害化学物質リスト

2007年度年次計画（2007.6.29公表）

2007年度に実態調査を実施すべき有害化学物質リスト

サーベイランス・モニタリングを実施する際には、分析法の妥当
性確認と精度管理を要求
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ＳＯＰに基づく具体的な取組②

優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト

（2007.4.25公表）

食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・
モニタリング計画

中期計画（2007.4.25公表）

• 今後5年間に実態調査を実施すべき有害微生物リスト

2007年度年次計画（ 2007.6.29公表）

• 2007年度に実態調査を実施すべき有害微生物リスト
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暴露評価

実態調査の
実施

科学に基づく
政策決定

・リスクの程度に見合った対策検討・決定
・取られた措置の妥当性・有効性の確認

有害化学物質 有害微生物

○ 国際的な動向として、健康への悪影響を未然に防止するための
政策を科学に基づいて決定するために、食品に由来する健康リス
クがどの程度あるのかを予測する必要

○ このため、フードチェーンにおいてどのような有害化学物質や
有害微生物が含有されているかの実態調査が必要

２２ 個別施策個別施策
有害化学物質・有害微生物の汚染実態調査有害化学物質・有害微生物の汚染実態調査

14

最終製品の検査から生産・流通・消費の一連
の過程の管理へ

リスク管理リスク管理措置措置のの傾向傾向①①

【コーデックスの考え方】
1)食品汚染の防止、低減のための各種対策の実施
2)実態調査等に基づく実施基準の食品汚染低減効果の評価
3)必要であれば、基準値の設定、またはその他のリスク管理

最終製品の規格・基準を設
定し、検査するよりも、生産加
工段階を管理する方が効率的
かつ経済的。

ガイドラインに基づく低減対策
含む

規制（基準）が
全てではない
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危機管理

16

緊急事態等の発生

対処・処置
（危機管理）

危機の予測
（リスク）

事後
復旧対策
（業務回復）

再発防止

情報の収集・分析・発信

防止対策
（リスク管理）

リスク管理と危機管理の関係リスク管理と危機管理の関係
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【農林水産省
緊急時対応基本指針】

【環境省における食品安
全に関する緊急事態発生
時の対応について】

食品安全関係府省
緊急時対応基本要綱

政府一体と
なった

緊急時対応
体制

【食品安全委員会
緊急時対応基本指針】

食品安全基本法

食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項

【厚生労働省
健康危機管理基本指針】

農林水産省

厚生労働省

食品安全委員会

環境省

リスク管理と危機管理の関係食品安全関係府省における食品安全関係府省における緊急時対応指針等緊急時対応指針等のの位置づけ位置づけ
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農林水産省・消費・安全局の目標として

・消費者の健康保護（安全確保）

・食料の安定供給（適切な生産から流通）

問題発生時において
①問題の原因の速やかな特定
②対象商品を特定しての迅速な回収
③安全な他の流通ルートの確保

トレーサビリティ
最悪の事態を回避
被害を最小限に抑え復旧へ

危機管理の考え方危機管理の考え方
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農林水産省食品安全緊急時対応基本指針
（平成１６年２月公表）

緊急事態の類型ごと緊急事態の類型ごとにに実施指針実施指針

国民に対し、食品安全に関する緊急事態が発生した際に、
農林水産省が主として取り組む事項を明示

１．製造・加工／流通・販売段階における食品安全に関する
緊急時対応実施指針

２．農林漁業の生産資材に由来する食品安全に関する緊急
時対応実施指針

３．農林漁業の生産環境に由来する食品安全に関する
緊急時対応実施指針（一部検討中）
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対応マニュアル対応マニュアルの作成の作成

・内部マニュアル
等の作成

・訓練結果を踏ま
えた見直し

マニュアルに基づいた訓練マニュアルに基づいた訓練

・模擬訓練（シナリオ非提示）

・緊急時公表資料作成訓練

・関係機関との連携訓練
（地方農政局、都道府県）等

危機管理に関する職員の熟練度の向上

危機に備えた取組危機に備えた取組
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（参考）

１．製造・加工／流通・販売段階における食品安全に関

する緊急時対応実施指針

２．農林漁業の生産資材に由来する食品安全に関する

緊急時対応実施指針

３．農林漁業の生産環境に由来する食品安全に関する

緊急時対応実施指針（一部検討中）

内部マニュアルについて

・製造・加工／流通・販売

・動物用医薬品等 ・肥料
・飼料及び飼料添加物 ・農薬

・土壌汚染
・魚介類 等


